
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ヤングケアラー等支援関係者研修会 

１月２ ０日（ 月 ） 令和７年 
14:30〜16:30（開場 14:00〜） 

ヤングケアラーの問題及び支援への社会的認識が高まっており、令和６年度には法改正に
より関係機関等における支援の強化が図られています。また、京都市では、令和６年１１月
に「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」を施行、ヤングケアラー及び若者ケ
アラー（以下「ヤングケアラー等」という。）を含むケアラーに対する切れ目のない支援の
一層の充実に取り組んでいます。 

そこで、ヤングケアラー等に関わる幅広い関係者が、こうしたヤングケアラー等を取り巻
く取組や現状、支援における基本的事項について理解を深めるとともに、事例を通じて具体
的な支援や連携の進め方等を学び、関係機関等による一層の連携強化や支援の推進を目的と
し、ヤングケアラー等支援関係者研修会を開催します。 

会 場 

＜お問い合わせ＞ 
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 
担当︓川端・小野 TEL︓075-746-7625 FAX︓075-251-1133 

（福祉・介護・医療関係者、教育関係者、行政職員、民生・児童委員等の支援機関職員等） 

定員６０名（先着順、要申込） 対 象 

テーマ 

日 時 

こどもみらい館 ４階 第１研修室 
（京都市中京区間之町通竹屋町下る楠木町 601-1） 

※ 会場へは、公共交通機関をご利用ください。 
（京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」から徒歩約５分） 

無 料 

12 月 16 日（月）から受付開始（令和 7 年 1 月 15 日(水)まで） 
会場での受講をお申し込みの方は、以下 URL 又は二次元コードから 

※ 京都市情報館（広報資料ページ）に申込フォームを掲載しています。 
※ 定員になり次第、申込みを締め切ります。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000334902.html 

（京都市主催） 

その他 後日、研修動画（事例検討を除く）をオンデマンドで配信予定です（申込不要）。 
・掲載ページ https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000302797.html 
・配信期間  令和７年３月２４日（月）から９月３０日（火）まで 

申込み 
（会場での受講） 

● ヤングケアラー等を取り巻く現状と支援の基本 

● 重層的支援体制の推進に向けた取組等 

● 事例検討（グループワーク） 

令和６年度 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 

＜京都市情報館＞ 

（立命館大学産業社会学部 教授 斎藤 真緒 氏） 
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